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府 政 共 生 第 ４ ９ ５ 号 

平成 25 年６月２８日 

 

  都道府県知事 

各          殿 

  政令指定都市市長 

 

内閣府政策統括官（共生社会政策担当） 

（公印省略） 

  

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の公布について（通知） 

 

 平素より政府の障害者施策の推進に御理解、御協力いただき、誠にありがとうござ

います。 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号。以下「本

法」という。）は、平成 25 年６月 26 日に公布され、一部を除き平成 28 年４月１日に

施行されることとなります。 

 つきましては、本法制定の経緯及び本法の概要は下記のとおりですので、御了知い

ただきますとともに、福祉、雇用、教育その他関係部局間の連携を密にし、適切な対

応をお図りいただくよう御配慮願います。 

 また、都道府県知事におかれましては、貴管内市町村、関係機関・団体及び住民に

対して、政令指定都市市長におかれましては、関係機関・団体及び住民に対して、本

法制定の経緯及び本法の内容を広く周知いただくようお願いします。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定

に基づく技術的助言であることを申し添えます。 

 

記 

 

第１ 本法制定の経緯 

   国連においては、平成 18 年 12 月に、障害者の権利及び尊厳を保護し、取組を

促進するため、「障害者の権利に関する条約（仮称）」を採択しており、同条約は

平成 20 年５月に発効している。 

   我が国は、平成 19 年９月に同条約に署名しているところ、これまで、平成 23

年の障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）の改正、平成 24 年の障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）の制定

等、同条約の締結に向けた国内法の整備に取り組んできたものである。 
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   政府においては、平成 23 年に改正された障害者基本法第４条に基本原則として

規定された「差別の禁止」に関するより具体的な規定を示し、それが遵守される

ための具体的な措置等を定めることにより、全ての国民が、障害の有無によって

分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の

実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成 25

年４月 26 日、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案」を閣議決定

の上、国会へ提出し、国会では、５月 31 日に衆議院において、６月 19 日に参議

院において、それぞれ全会一致で可決され成立に至ったものである。 

 

第２ 本法の概要 

 １ 目的（第１条関係） 

   この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、障害を理由とする差別

の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由

とする差別を解消するための措置等を定めることにより、差別の解消を推進し、

もって全ての国民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現

に資することを目的としたこと。 

                                                           

 ２ 定義（第２条関係） 

 （１） 障害者の定義を、身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その

他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であって、障害

及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける

状態にあるものとしたこと。 

（２） 社会的障壁の定義を、障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む

上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のも

のとしたこと。 

（３） 事業者の定義を、商業その他の事業（地方公共団体の経営する企業を含む。）

を行う者としたこと。 

 （４） 行政機関等の定義を、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体（地

方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第３章の規定の適用を受ける地方公

共団体の経営する企業を除く。10 において同じ。）及び地方独立行政法人を

いうものとしたこと。 

 

 ３ 国及び地方公共団体の責務（第３条関係） 

   国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施

策を策定し、実施しなければならないものとしたこと。 
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 ４ 国民の責務（第４条関係） 

   国民は、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければなら

ないものとしたこと。 

  

 ５ 社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備

（第５条関係） 

   行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的

な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係

職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならないものとした

こと。 

 

 ６ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（第６条関係） 

 （１） 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（以下「基

本方針」という。）を定めなければならないものとしたこと。 

 （２） 基本方針は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基

本的な方向、行政機関等が講ずべき措置に関する基本的な事項、事業者が講

ずべき措置に関する基本的な事項等を定めることとしたこと。 

 （３） 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければなら

ないものとしたこと。 

 （４） 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、

障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとと

もに、障害者政策委員会の意見を聴かなければならないものとしたこと。 

 

 ７ 行政機関等における障害を理由とする差別の禁止（第７条関係） 

 （１） 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害

者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵

害してはならないものとしたこと。 

 （２） 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的

障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実

施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとなら

ないよう、障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去

の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならないものとしたこ

と。 

 

 ８ 事業者における障害を理由とする差別の禁止（第８条関係） 

 （１） 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と
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不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはなら

ないものとしたこと。 

 （２） 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を

必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担

が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、障

害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施につい

て必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならないものとしたこ

と。 

 

 ９ 国等職員対応要領（第９条関係） 

 （１） 行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、７に規定する事

項に関し、当該行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために

必要な要領を定めるものとしたこと。 

 （２） 行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとする

ときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要

な措置を講じなければならないものとしたこと。 

 

 10 地方公共団体等職員対応要領（第 10 条関係） 

 （１） 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、７に規

定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が

適切に対応するために必要な要領を定めるよう努めるものとした。 

 （２） 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要

領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反

映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとした

こと。 

 （３） 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職

員対応要領の作成に協力しなければならないものとしたこと。 

 

 11 事業者のための対応指針（第 11 条関係） 

 （１） 主務大臣は、基本方針に即して、８に規定する事項に関し、事業者が適切

に対応するために必要な対応指針を定めるものとしたこと。 

 （２） 主務大臣は、対応指針を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その

他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないも

のとしたこと。 

 

 12 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告（第 12 条関係） 
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   主務大臣は、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、

事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができるこ

ととしたこと。 

    

 13 事業主による措置に関する特例（第 13 条関係） 

   行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う措置につい

ては、障害者の雇用の促進等に関する法律の定めるところによることとしたこと。 

 

 14 相談及び紛争の防止等のための体制の整備（第 14 条関係） 

   国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由

とする差別に関する相談及び紛争の防止等に必要な体制の整備を図るものとした

こと。 

 

 15 啓発活動（第 15 条関係） 

   国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の関心と理

解を深めるとともに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の

解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとしたこと。 

 

 16 情報の収集、整理及び提供（第 16 条関係） 

   国は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、国内外にお

ける障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理

及び提供を行うものとしたこと。 

 

 17 障害者差別解消支援地域協議会（第 17 条から第 20 条まで関係） 

 （１） 国及び地方公共団体の機関であって、障害者の自立と社会参加に関連する

分野の事務に従事するものは、地方公共団体の区域において関係機関により

構成される障害者差別解消支援地域協議会を組織できるものとしたこと。 

 （２） 協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認めるとき

は、特定非営利活動法人等の団体、学識経験者等を構成員として加えること

ができるものとしたこと。 

 （３） 協議会は、情報の交換、障害者からの相談及び事例を踏まえた協議並びに

障害を理由とする差別を解消するための取組を行うとともに、それらを行う

ため必要があると認めるとき又は協議会の構成機関等から要請があった場

合に必要があると認めるときは、構成機関等に対し、事案に関する情報の提

供及び意見の表明その他の必要な協力を求めることができるものとしたこ

と。 
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 （４） 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理することと

したこと。 

 （５） 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるとこ

ろにより、その旨を公表しなければならないこととしたこと。 

 （６） 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、事務に

関して知り得た秘密を漏らしてはならないものとしたこと。 

 

 18 主務大臣等（第 21 条から第 24 条まで関係） 

（１） この法律における主務大臣は、対応指針の対象となる事業者の事業を所管

する大臣等としたこと。 

（２） 12 に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、

地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができるものと

したこと。 

 

 19 罰則（第 25 条及び第 26 条関係） 

 （１） 17（６）の規定に違反した者は、１年以下の懲役または 50 万円以下の罰金

に処することとしたこと。 

 （２） 12 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20 万円以下の過

料に処することとしたこと。 

  

第３ 施行期日等 

 １ 施行期日（附則第１条関係） 

   本法は、平成 28 年４月１日から施行すること。ただし、基本方針等に関する経

過措置に係る規定の部分は、公布の日（平成 25 年６月 26 日）から施行すること。 

  

 ２ 基本方針等に関する経過措置（附則第２条から第５条まで関係） 

   基本方針、国等職員対応要領、地方公共団体等職員対応要領及び対応指針の作

成並びにこれらに関し必要な手続その他の行為については、この法律の施行前に

おいても、行うことができるものとしたこと。 

  

 ３ 検討（附則第７条関係） 

   政府は、本法の施行後３年を経過した場合において、本法の施行の状況につい

て検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行

うものとしたこと。 

 

第４ 附帯決議 
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   本法に関して、衆議院内閣委員会と参議院内閣委員会においてそれぞれ附帯決

議が付されているので留意すること（参考１）。なお、以下の事項については、地

方公共団体にも関係が深いことから、特に留意すること。 

  ・対応要領においては、不当な差別的取扱いの具体的事例、合理的配慮の好事例

や合理的配慮を行う上での視点等を示すこととし、基本方針においてこれらの

基となる基本的な考え方等を示すこと。また、法施行後の障害者差別に関する

具体的な相談事例や裁判例の集積等を踏まえ、不当な差別的取扱いや合理的配

慮に関する対応要領の内容の充実を図ること。【衆三、参三】 

  ・国及び地方公共団体において、グループホームやケアホーム等を含む、障害者

関連施設の認可等に際して周辺住民の同意を求めないことを徹底するとともに、

住民の理解を得るために積極的な啓発活動を行うこと。【衆五、参六】 

  ・本法が、地方公共団体による、いわゆる上乗せ・横出し条例を含む障害を理由

とする差別に関する条例の制定等を妨げ又は拘束するものではないことを周知

すること。【衆八、参十】 

  ・本法の規定に基づいて行う啓発活動については、障害者への支援を行っている

団体等とも連携を図り、効果的に行うこと。【参七】 

 

第５ その他 

   地方公共団体における事務の用に供するため、本法の国会審議における主要な

答弁等を取りまとめたので（参考２）、本通知と併せて参考にされたい。 

 

以上 


